
世界最先端のlT国家の姿を 警察庁 ・現場急行支援システム ・ニ車載装置からの緊急通報受 現場急行支援システム（FA ST）現場急行支援システム（FAST）
国民のみならず世界に広く fFAST）については、平成15 付装置（H ELP）及び現場急行 については、消防等関係機関 及び歩行者等支援情報通信
提示するため、最先端技術 年1月に岡山市内で運用を開 支援システム（FAST）の整備に との連携により、救急車等の システム（PIC S）の一部システ
の開発、実証実験等を実施 始 し、車載装置からの緊急 より、リスポンス・タイムが短縮 緊急車両への適用等を、歩行 ムについて、整備を堆進する。
する。 通報受付装置 （HELP）と合わ された。 者等支援情報通信システム

せて措置した。 ・歩行者等支援情報通信シス （PIC S）については、他省が推
・歩行者等支援情報通信シ テム（PIC S）の整備により、身体 進する歩行者支援システムと
ステム tPIC Slについては、 障害者・高齢者等の安全で円 の連携等を、それぞれ検討す
平成14年 11月に京都市内で
実証実験を実施した。

滑な移動が実現された。 る必要がある。

京都議定書の実施に必要な
体制整備、地球温暖化防止

警察庁 リアルタイム情報に基づく
信号制御モデル実証実験、

交通規制情報管理システム

の整備、環境対応型交通管
国民運動に展開等により脱 交通情報提供事業に係る提 制モデル事業等を通じた交
温暖化の社会作りを推進す 供情報の検証システムを推 通管理技術の開発を行うと
る。 進するとともに、一信号機の

設置、交通管制システムの
高度化等交通安全施設を整
備し、交通流の円滑化と温
暖化原因物資の排出抑制を
図った。

ともに、新交通管理システ
ム （UTM S）の整備拡充、信
号灯器のLED化を推進する。

ETC （ノンステップ自動料 警察庁 公共車両優先システム 交通管制システム、光ピー
金支払いシステム）、パー （PTPS）の整備等によるパ コン、交通情報板等の交通
ク＆ライ ド駐車場、UTMS ス優先対策、信号制御の高 安全施設を整備するととも
（新交通管理システム）な 度化等の交通容量拡大対策 に、これらを活用した交通

どを活用した交通需要マネ
ジメントによる渋滞削減な
ど既存ス トック有効活用施
策を積極的に推進する。

等を推進するとともに、交
通需要マネジメント （TDM）・
実証実験施策の認定を行
い、これら施策を重点的に
支援した。

管理の最適化を図る。

道路占用 ・使用許可の運用 警察庁 路上工事に伴う道路使用許 昼夜間連続工事、施工区間 引き続き道路使用許可の弾

等の改善 可に際しては、工事期間を
通じて発生する混雑の総量
が小さくなると評価できる
ときは、昼夜間連続工事を
認めるなど、弾力的な運用
を行った。　＼

の延長等を認める弾力的な
道路使用許可制度の運用に
よって、工事期間の短縮
等、施工事業者のコス ト削
減に繋がった。

力的運用に努める。
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
サイバーテロ対策のための
機動的技術部隊（サイバー
フォース）を運営開始す
る。

・13年12月からサイバー
フォースの運営を開始し、
各都道府県警察とともに、
重要インフラ事業者等との
連携強化のための取組みを
開始した。
・14年4月からサイバー
フォースの24時間体制の運
営を開始し、その活動によ
り得られた情報、分析結果
等を随時公表し、広く国民
のセキュリティ意識の向上
を図るとともに、重要イン
フラ事業者等を訪問して提
供することにより、重要イ
ンフラ事業者等との連携を
強化した。

・インターネットにまん延する
サイバー攻撃の状況を公表す
ることにより、国民のセキュリ
ティ意識の向上を図り、情報通
信ネットワークの安全性・信頼
性の確保に貢献した。
・国民に対する迅速かつ積極
的な情報提供等により、新型
のコンピュータ・ワーム事案に
おける被害拡大の防止に努
め、情報通信ネットワークの安
全性・信頼性の確保に貢献し
た。

・サイバーフォースの緊急対処
能力の更なる向上
・国民のセキュリティ意識向上
のための更なる情報提供
・重要インフラ事業者等との更
なる連携強化

・要員の訓練等を行い、サイバーフォースの
緊急対処能力を強化する。
・平成14年度第4四半期のr我が国におけ
るインターネット治安情勢の分析について」
の公表し、警察庁セキュリティポータルサイ
ト上に掲載することなどにより、国民のセ
キュリティ意識の向上を図る。
・重要インフラ事業者等を訪問し、セキュリ
ティ情報の提供によりセキュリティ意識の向
上を図るなど、連携を強化する。
②
・要員の訓練等を行い、サイバーフォースの
緊急対処能力を強化する。
・平成15年度第1四半期及び第2四半期の
r我が国におけるインターネット治安情勢の
分析について」の公表し、警察庁セキュリ
ティポータルサイト上に掲載することなどに
より、国民のセキュリティ意識の向上を図
る。
・重要インフラ事業者等を訪問し、セキュリ
ティ情報の提供によりセキュリティ意識の向
上を図るなど、連携を強化する。
③
・継続的な訓練による要員の能力の向上や
装備資機材の充実等により、サイバー
フォースの緊急対処能力の強化に努める。
・平成15年度第3四半期以降も引き続き
「我が国におけるインターネット治安情勢の
分析について」を公表し、警察庁セキュリ
ティポータルサイト及び重要インフラ事業者
等への訪問により、セキュリティ情報の随時
提供し、国民のセキュリティ意識の向上及び
重要インフラ事業者等との連携強化を更に
推進する。
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ホ．その他の制度改革
「産業再生機‡

の創設
・企業再生に取り組むための新たな機構（産
業再生機構（仮称））を預金保険機構の下に
整理回収機構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、r基本指針jに従い．金融機怖に
おいてr要管理先J等に分類されている企露
のうち、メインパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機櫓が再生可
能と判断する企業の債権を、企業の再生を念
頭に置いた適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から亘い取る。再建計画及び買
取価格等の適正性を担保するため．機構内に
有線者からなる「産業再生委員会（仮称）」
を設ける。
・機構は、再生企業への追加融資や出資、信
託、保証機能等を備える金融機関（株式会社
形態かつ存続期間を設定）とする。棲横の設
立及び運営は、金融界や産業界に相当規模の
専門家の派道を要緯するなど、可能な爬リ民
同部門の人的・資金的な支援を得て行うとと
もに、政府として、関係省庁からの出向や機

構の資金調達に対する政府保証の付与など、
所要の人的・財政的支援を行う。
・機構とメインパンクで企業の債権の相当部
分を保有し、強力に企業のリストラ・経営再
建を推進する。企業再生策の作成は、メイン
パンクの牌臥　ノウハウ、資金（つなぎ資
金、ニューマネー）、人材を最大限活用す
る。機構は、政府全体の協力を得て、業界内
での再編なくして再生不能と考えられる企業
について、機構内に集積された情報を應ま
え、「基本指針」に従い、産業の再縞も視野
に入れた企業の再生策を樹立・実行する。政
策金融機関の出融資も活用する。

内閣府 式会社産業再生機構法
案」及び「株式会社産業再
生機構法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
案」を通常国会に提出

100以上のヒア
リングを実施し、
マーケットの最新
の情報・ノウハウ
を活用して、3ケ
月弱の期間で法案
を準備。
内容をわかりやす
く国民に説明する
ため53項目から
なるQ＆Aを作成
し、法案の提出と
ともに公表。

個別事業の再生支援
による我が国産業の
再生、不良債権の処
理の促進による信用
秩序の維持及び金融
仲介機能の回復のた
め、機構を可能な限
り早期に設立する。

②機構の設立及び円滑
な運営

③平成16年度未まで
に集中的に債権を買
取、その後3年以内
に取得した債権等の
処分を行う。
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

二．金融システム改革
②「産業再生機構（仮称）」
の創設
・企業再生に取り組むための新たな機構（産
業再生機構（仮称））を預金保険桟橋の下に
整理回収機構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に従い、金融機関に
おいてr要管理先」等に分類されている企業
のうち、メインバンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機橋が再生可
能と判断する企業の債権を、企業の再生を念
頭に置いた適正な時価で．原則として非メイ
ンの金融機関から互い取る。再建計画及び買
取価格等の適正性を担保するため、撒構内に
有識者からなるr産業再生委員会（仮称〉」
を設ける．
・線構は、再生企業への追加融資や出資、信
託、保証機能等を備える金融機関（株式会社
形態かつ存続期間を設定）とする。機構の設
立及び運営は、金融界や産業界に相当規練の
専門家の派遣を要請するなど、可能な限り民
間部門の人的・資金的な支援を得て行うとと
もに、政府として、関係省庁からの出向や機
構の資金調達に対する政府保証の付与など、
所要の人的t財政的支援を行う。
・機構とメインパンクで企業の債権の相当部
分を保有し、強力に企業のリストラ・経営再
建を推進する。企業再生策の作成は、メイン
パンクの情報、ノウハウ、資金（つなぎ資
金、二ュ車マネー）、人材を最大限活用す
る。機構は、政府全体の協力を得て、業界内
での再編なくして再生不能と考えられる企業
について、機構内に集積された情報を踏ま
え、「基本指婁†」に従い、産業の再編も視野
に入れた企業の再生策を倒立・実行する。政
策金融機関の出融資も活用する。

内閣府 「株式会社産業再生機構法
案」及び「株式会社産業再
生機構法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
案」を通常国会に提出

100以上のヒア
リングを実施し、
マーケットの最新
の情報・ノウハウ
を活用して、3ケ
月弱の期間で法案
を準備。
内容をわかりやす
く国民に説明する
ため53項目から
なるQ＆Aを作成
し、法案の提出と
ともに公表。

個別事業の再生支援
による我が国産業の
再生、不良債権の処
理の促進による信用
秩序の維持及び金融
仲介機能の回復のた
め、機構を可能な限
り早期に設立する。

①法案の成立
②機構の設立及び円滑

な運営
③平成16年度未まで

に集中的に債権を買
取、その後3年以内
に取得した債権等の
処分を行う。
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

二．金融システム改革

（4）企業と産業の再生のため
の新たな仕組み
・産業再生・雇用対策戦略本
部の設置（11月12日）。
・産業再生機構（仮称）設立
準備室の設置（11月8日）。

・産業再生・雇用対策戦略
本部第4回会合（12月19日）
において、r企業・産業再
生に関する基本指針」を決
定。
・「株式会社産業再生機構
法案」及び「株式会社産業
再生機構法の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法
律案」を通常国会に提出

100以上のヒア
リングを実施し、
マーケットの最新・
の情報・ノウハウ
を活用して、3ケ
月弱の期間で法案
を準備。
内容をわかりやす
く国民に説明する
ため53項目から
なるQ＆Aを作成
し、法案の提出と
ともに公表。

個別事業の再生支
による我が国産業の
再生、不良債権の処
理の促進による信用
秩序の維持及び金融
仲介権能の回復のた
め、機構を可能な限
り早期に設立する。

①法案の成立
②機構の設立及び円滑

な運営
③平成16年度未まで

に集中的に債権を買
取、その後3年以内
に取得した債権等の
処分を行う。

政策目標A・産業再生機構・金融再生プログラム Pagel



A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ロ．歳出改革
○産学官連携による研
究開発・事業化等の推
進

総合科学技術会議
は、本年6月、「産学
官連携の基本的考え方
と推進方策」を決定
し、産学官連携の形態
別（技術移転、大学発
ベンチャー等）、分野
別（ライフサイエン
ス、情報通信、環境、
ナノテクノロジー・材
料）の課題と具体的方
策、地域科学技術の振
興、産学官連携の観点
から見た大学改革、人
材交流の活性化等の基
本的考え方を明らかに
した。同推進方策に基
づき、産学官連携のた
めの基盤形成・環境整
備、起業化につながる
研究開発、研究成果の
円滑な移転・実用化・
事業化の支援などの取
組を積極的に推進す
る。

内閣府
総合科学
技術会議

○科学技術政策担当大臣
及び有識者議員は、関係
府省から平成14年度補正
予算として要望されている
科学技術関係施策につい
て、ヒアリング・検討を行っ
た。
○関係府省の施策は、民
間需要誘発効果や雇用創
出効果が特に高く、現下の
低迷する経済への即効性
が認められるとともに、将
来の科学技術の発展を通
じて産業基盤の強化にもつ
ながるだけでなく、第2期科
学技術基本計画の着実な
推進にもつながるもので
あった。そのため、これらの
施策について、所要の経費
の確保が必要である旨、科
学技術政策担当大臣及び
有識者議員が財政当局へ
働きかけを行った。
○平成14年度補正予算に
おいて、科学技術関係予算
として3．238億円を確保。

研究開発型ベンチャーの創

出

総合科学技術会議は、研
究開発型ベンチャー創出の
ため、有識者からなる研究
開発型ベンチャープロジェ
クトチームを設けて審議・検
討を行っており、今後、具
体的な方策を取りまとめて
いく予定。

政策目標A・科学技術・改革加速のための総合対応策 Pagel



（2）技術力戦略
（産業化支援）

文部科学省、経済産業省は
平成14年度から、大学発
ベンチャーの育成、公設試
験機関や企業の有する基礎
研究の実用化等の観点か
ら、マッチング事業等を推
進する。

内閣府
総合科学技
術会議

調査会に、有識者からなる
研究開発型プロジェクト
チームを設け、企業、大学
等、公的研究機関での研究
開発の成果の実用化、事業
化を効果的に推進するため
の具体的な方策について、
集中的に調査・検討を行っ
ている。
平成14年11月9日に
「研究開発型ベンチャー創

出に関する当面の対応課題
について（案）」を提言し
た。

研究開発型ベンチャー
ジェクトチームにおいて審
議・検討を進め、本年度内
を目途に最終まとめを行う
予定。

政策目標A・科学技術・基本方針（経済活性化戦略） Page6



ハ ． 規 制 改 革

（2）技術力戦略 内閣府 総合科学技術会議は、 「産 関係府省の対応状況につい
（新しい産学官連携の推 総合科学技 学官連携の基本的考え方と て必要に応じてフォロー

進）
文部科学省は、平成1 4

年度中に、研究成果物、知
的財産権等の取扱いについ
て、産学官連携における大
学のルールを整備する。

術会議 推進方策」 （平成14年6月19
日）において、大学等にお
ける研究成果物、知的財産
の管理について、関係府省
に意見具申。また、 「知的
財産戦略について」 （平成
14年1草月25日）において、
大学等における知的財産、
知的成果物の管理につい
て、関係府省に意見具申。

アップを行う。

（2 ）技術力戦略 内閣府 総合科学技術会議は、 「産 関係府省の対応状況につい
（新しい産学官連携の推 総合科学技 学官連携の基本的考え方と て必要に応じてフォロー

進）
経済産業省は、平成 1 4

年度中に国有特許を民間へ
譲渡する場合の価格決定
ルールを設定する。また、
平成1 4年度中に産業活力
再生特別措置法に基づく委
託研究先への特許権の帰属
について、原則、関係府省
全研究委託費への拡大を図
る。

術会議 推進方策」 （平成14年6月19
日）において、産業活力再
生特別措置法第30条の通用
拡大、国立大学や独立行政
法人研究機関の特許権等の
簡便な価格評価について、
関係府省に意見具申。ま
た、 「知的財産戦略につい
て」 （平成14年12月25日）
において、産業活力再生特
別措置法第30条の適用拡大
について、関係府省に意見
具申。

アップを行う。
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（4 ）産業発掘戦略／環境 内閣府 ○環境分野の分野別推進戦 ○プロジェク トチームでの
産業の活性化 総合科学技 略に従って、関係府省の科 検討を、 「平成16年度の科

・関係府省は、廃棄物 ・リ術会議 学技術関連施策の連携 ・調 学技術に関する予算、人材
サイクル処理などの環境技 整を図った。 等の資源配分の方針」に反
術の実用化に向けた研究開 O 「温暖化対策技術プロ 映させる。
発等を進めることにより、 ジェク トチームJ （平成 14 ○関係府省の対応状況につ
経済活動への環境の負荷を 年 6 月19日決定）を設置 いて必要に応 じてフォロー
低減し、環境セクターを創
出し、拡大する。また、関
係府省は、自動車 リサイク
ル制度の創設や、各種 リサ
イクル法の着実な実施など
循環型社会の構築に向けた
取組みを推進する。

し、バイオマスのエネル
ギー転換技術を始めとする
温暖化対策技術に関する研
究開発戦略について調査 ・
検討を行った。

アップを行う。

（4 ）産業発掘戦略／環境 内閣府 ○環境分野の分野別推進戦 ○プロジェク トチームでの
産業の活性化 総合科学技 略に従って、関係府省の科 検討を、 「平成16年度の科
・燃料電池については、内 術会議 学技術関連施策の連携 ・調 学技術に関する予算、人材
閤官房及び関係府省は、平 整を図った。 等の資源配分の方針」に反
成 1 7 年を目途に安全性の O r温暖化対策技術プロ 映させる。
確保を前提としつつ、包括 ジェク トチーム」 （平成14 ○関係府省の対応状況につ
的な規制の再点検を行う。 年 6 月19日決定）を設置 いて必要に応 じてフォロー
また、関係府省は、燃料電
池自動車、住宅用燃料電池
の開発 ・普及を推進する。

し、燃料電池 ・水素燃料利
用を始めとする温暖化対策
技術に関する研究開発戦略

について調査 ・検討を行っ
た。

アップを行う。
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（2）技術力戦略／産業力強
化のためのIT化推進
・総務省及び関係府省は、
第4世代移動通信システム
など、どこでも型、移動型
の次世代ITの産学官研究開
発を推進する。

内閣府
総合科学技
術会議

○各府省が概算要求を行った平成
15年度の科学技術関係の新規・
既存施策について、科学技術政策
担当大臣及び総合科学技術会誌有
識者議員が、優先順位付け（SA
BCの4段階）を行った。どこで
も型、移動型の次世代間こついて
は、ユビキタスネットワーク（何
でもどこでもネットワーク）技術
の研究開発やネットワーク・
ヒューマンインタフェースの総合
的な研究開発などの一部がSとさ
れた。また、経済活性化のための
研究開発プロジェクトにおいて産
学官研究開発を推進した。
○優先順位付けの結果が政府予算
案の編成に反映されるよう、大臣
及び有識者議員が、関係大臣や財
政当局に直接説明するなどのフォ
ローアップを行った。
O「情報通信研究開発推進プロ
ジェクトチームの設置について」
（平成14年11月20日総合科学技術

会読重点分野推進戦略専門調査会
決定）に基づいて、情報通信によ
る国民生活の向上や産業競争力の
強化を目指す上で、その基盤とな
る科学技術の推進に係る方策につ
いて調査・検討を行なっている。
○平成15年度政府予算案におい
て、科学技術関係予算は対前年度
1．3％増、一般会計科学技術振興費
は対前年度3．9％増となっており、
一般歳出と比較して大きな伸びを
達成。

〇第2期科学技術基本計画
の達成に向けた政府研究開
発投資の拡充。
○真に重要な施策に対する
研究開発資源の戦略的・重
点的な配分。

に研究開発が推進され、成
果が社会に還元されるよ
う、総合科学技術会議は、
「平成15年度の科学技術
に関する予算、人材等の資
源配分の方針」等を基に実
施状況を把握・調整する。
○情報通信研究開発推進プ
ロジェクトチームでの検討
を進め、必要に応じて「平
成16年度の科学技術に関
する予算、人材等の資源配
分の方針」に反映する。
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（2 ）技術力戦略 内閣府 ・平成 1 5 年度政府予算案 こ‾ 予算の拡充、制度改革、競 ①競争的資金制度改革に関
（戦略分野への選択と集 総合科学技 において、科学研究費補助 争的研究資金制度の評価に するとりまとめを予定

中） 術会議 金等を含む競争的研究資金 ついて、引き続き、意見具 ②総合科学技術会議におけ
・総合科学技術会議は、関 制度全体で前年比 1・． 4 ％ 申、フォローアップ等に努 る競争的研究資金制度の評
係府省と協力して、基礎研 増を達成。 める。 価を実施
究を重視するとともに‘科 ・．平成 1 5 年度において、 ③制度改革、評価結果の制
学研究費補助金等の競争的 プログラムオフィサー計2 度 ・予算への反映とフォ
資金の割合を拡大する。ま 3 6 名、プログラムディレ ローテップの実施及び競争

た、競争的資金の成果につ クタ一計 1 3 名の配置を予 的研究資金制度の拡充に努
いて厳正な評価を行うな
ど、制度改革を推進する。

定。また、科学研究費補助
金、厚生労働科学研究費補
助金に関する平成 1 5 年度
予算については、新たに繰
越明許費に指定予定。

・競争的研究資金制度につ
いて、総合科学技術会議で
評価を実施することについ

て、平成 1 5 年 1 月 2 8 日
の総合科学技術会議で決
定。

める

（2 ）技術力戦略 内閣府 ・総合科学技術会議に設置 研究機関での年度間繰越が 年度間繰越の実施の簡素
（戦略分野への選択と集 総合科学技 した競争的資金制度改革プ 実効あるものとなるよう、 化、実施状況の把握等に努

中） 術会議 ロジェクトにおいて、平成 手続き等をさらに検討する める。　　　　 ・
・関係府省は、財務省との
協議の上で、平成 1 5 年度
から科学研究費補助金等の
研究開発資金を年度を越え
る個別の研究開発の進捗に
合わせて柔軟に執行できる
よう対応する。

1 4 年 6 月に中間まとめを
行い、競争的研究資金の年
度間繰越を柔軟に行えるよ
う検討を提言。

・科学研究費補助金、厚生
労働科学研究費補助金に関
する平成 1 5 年度予算につ

いて、新たに繰越明許費に
指定予定。

必要がある。
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

口．歳出改革
（2）技術力戦略
（戦略分野への選択と集中）
総合科学技術会議は、「平
成15年度の科学技術に関
する予算、人材等の資源配
分の方針」においてライフサ
イエンス等の重点4分野へ
のメリハリのある重点化を図
る。

内閣府
総合科学技

術会議

○各府省が概算要求を行っ
た平成15年度の科学技術
関係の主要な新規・既存施
策について、科学技術政策
担当大臣及び総合科学技術
会議有識者議員が、優先順
位付け（SABCの4段
階）を行った。
○優先順位付けの結果が政
府予算案の編成に反映され
るよう、大臣及び有識者議
員が、関係大臣や財政当局
に直接説明するなどのフォ
ローアップを行った。
平成15年度予算案におけ
る科学技術関係予算への優
先順位付けの反映について
は、14年度当初予算額か
らの伸率で見ると、一般会
計分で、
S：＋21．2％、
A：十3．4％、
B：▲4．7％、
C：▲73．5％
（第23回総合科学技術会

議（H14．12．25）財務省提出資
料より）

〇第2期科学技術基本計画
の達成に向けた政府研究開
発投資の拡充。真に重要な
施策に対する研究開発資源
の更なる戦略的・重点的な
配分。

○府省の枠を超えて総合的
に研究開発が推進され、成
果が社会に還元されるよ
う、総合科学技術会議は、
「平成15年度の科学技術

に関する予算、人材等の資
源配分の方針」等を基に実
施状況を把握・調整する。
○専門調査会等での検討を
踏まえ、6月を目途に「平
成16年度の科学技術に関
する予算、人材等の資源配
分の方針」を作成する。

政策目標A・科学技術・基本方針（経済活性化戦略） Pagel



ハ ． 規 制 改 革

O r科学技術基本計画」に 内閣府 総合科学技術会議は、 「知 関係府省の対応状況につい
基づき、科学技術の戦略的 総合科学技 的財産戦略について」 （平 て必要に応じてフォロー
重点化と、科学技術システ
ム改革を進める。

術会議 成14年12月25日）におい
て、我が国の研究開発投資
の拡充に対応した成果の創
出と確保を図り、国際競争
力の強化に結びつけるため
の方策について、関係府省
に意見具申。

アップを行う。

ホ ． そ の 他 の 制

度 改 革

O r科学技術基本計画」に 内閣府 ・総合科学技術会議は、 ・これらの会議には、合わ ・これまでの成果を確固た ②平成15年末
基づき、科学技術の戦略的 総合科学技 「産学官連携の基本的考え せて1万人以上が参加し、 るものとするため、具体的 平成15年6月7，8日に京都市
重点化と、科学技術システ 術会議 方と推進方策」 （平成14年6 産学官連携の気運が大きく な成功事例の公表などを盛 で、第一線のリーダーや実
ム改革を進める。 総務省 月19日）を策定し、関係府 盛り上がるとともに、国全 リ込みながら、継続的に会 務者を対象とした 「第2 回
（産学官連携の推進） 文部科学省 省に意見具申を行った。 体として産学官連携の推進 議を開催していくことが必 産学官連携推進会議」を開

厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

」平成14年6月15，16日に京
都市で、産学官連携の第一
線のリーダーや実務者を対
象とした全国レベルの r第
1回産学官連携推進会議」
を開催した。
また、平成13年度に続き、
平成14年11月18日に東京
で、全国の産業界、大学 ・
研究機開、地方自治体等の
トップによる 「第2 回産学
官連携サミット」を開催し
た。
さらに、 「地域産学官連携
サミット」を、平成13年12
月未までに実施済の九州、
近畿、北海道、中部の各地
域に加え、東北（H14／1／26，
仙台市）、中国（2／2，広島
市）、沖縄（2／16，那覇市）、
四国（2／23，高松市）、関東
（3／16，東京 ・品川）、中国
（11／9，松江市）、中部
（12／12．名古屋市）の合わせ
て9地域ブロックで1 1 回開
催した。

i蹄筈日煙A ．怒

により経済の活性化を図る
という意識がトップから現
場まで共有されるととも
に、産学官一体となって改
革を実行する具体的な道筋
が明確化されるなど大きな
成果を得た。

畳姑航．其太貴会＋「拇苫．T 王

要。

表）

催予定。
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O r科学技術基本計画」に
基づき、科学技術の戦略的
重点化と、科学技術システ

内閣府
総合科学技
術会議

総合科学技術会議は、「産掌

官連携の基本的考え方と推進
方策」（平成14年6月19日）を

研究厨発型ベンチャーの創出 ①第156回国会会期末

総合科学技術会議は、研究開
ム改革を進める。 策定し、関係府省に意見具申 発型ベンチャー創出のため、
（産学官連携等） を行った。 有識者からなる研究開発型ベ

ンチャープロジェクトチームを
設けて審議・検討を行ってお
り、今後、具体的な方策を取り
まとめていく予定。

O r科学技術基本計画」に 内閣府 ・平成 1 5 年度政府予算案 ・予算の拡充、制度改革、 ①競争的資金制度改革に閑
基づき、科学技術の戦略的 総合科学技 において、科学研究費補助 競争的研究資金制度の評価 するとりまとめを予定
重点化と、科学技術システ 術会議 金等を含む競争的研究資金 について、引き続き、意見 （診総合科学技術会議におけ
ム改革を進める。 制度全体で前年比 1 ． 4 ％ 具申、フォローアップ等に る競争的研究資金制度の評
（競争的研究資金の改革と 増を達成。 努める。 価を実施

拡充） ・平成 1 5 年度において、 ・研究機関での年度間繰越 ③制度改革、評価結果の制
プログラムオフィサー計 2 が実効あるものとなるよ 度 ・予算への反映とフォ
3 6 名、プログラムディレ う、手続き等をさらに検討 ローアップの実施及び競争

クタ一計 1 3 名の配置を予
定。

・科学研究費補助金、厚生
労働科学研究費補助金に関
する平成 1 5 年度予算につ
いて、新たに繰越明許萱に
指定予定。

・競争的研究資金制度につ
いて、総合科学技術会議で
評価を実施することについ
て、平成 1 5 年 1 月 2 8 日
の総合科学技術会議で決
定。

する必要がある。 的研究資金制度の拡充に努
める
年度間繰越の実施の簡素

化、実施状況の把握等に努
める
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A．産莱競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

口．歳出改革
O「科学技術基本計画」に
基づき、科学技術の戦略的
重点化と、科学技術システ
ム改革を進める。
く戦略的重点化）

内閣府
総合科学技
術会読

○各府省が概算要求を行っ
た平成15年度の科学技術
関係の主要な新規・既存施
策について、科学技術政策
担当大臣及び総合科学技術
会議有識者議員が、優先順
位付け（SABCの4段
階）を行った。
○優先順位付けの結果が政
府予算案の編成に反映され
るよう、大臣及び有識者議
員が、関係大臣や財政当局
に直接説明するなどのフォ
ローアップを行った。
平成15年度予算案におけ
る科学技術関係予算への優
先順位付けの反映について
は、14年度当初予算額か
らの伸率で見ると、一般会
計分で、
S：＋21．2％、
A：十3．4％、
B：▲4．7％、
C：▲73．5％
（第23回総合科学技術会

議（H14．12．25）財務省提出資
料より）

〇第2期科学技術基本計画
の達成に向けた政府研究開
発投資の拡充。真に重要な
施策に対する研究開発資源
の更なる戦略的・重点的な
配分。

・府省の枠を超えて総合的
に研究開発が推進され、成
果が社会に還元されるよ
う、総合科学技術会議は、
r平成15年度の科学技術

に関する予算、人材等の資
源配分の方針」等を基に実
施状況を把握・調整する。
・専門調査会等での検討を
踏まえ、6月を目途に「平
成16年度の科学技術に関
する予算、人材等の資源配
分の方針」を作成する。
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

二．金融システム改革
3 不良債権の集中的な処
理が行われる間における政
策金融の活用
政策金融については、不

良債権の集中的な処理が行
われる間においては、中小
企業金融等金融の円滑化に
万全を期すため、市場本来
の機能が最大限発揮される
よう適切な配慮を行った上
で、セーフティ・ネットの
整備、企業再生、金融機能
の再生・発展等に政麗金融
を積極的に活用する。この
観点を含め、その在り方に
ついて、経済財政諮問会議
において、「政策金融の抜
本的改革に関する基本方
針」に沿って、引き続き検
討を進め、年内に結論を得
る。

内閣官房、
内閣府

・経済財政諮同会議におい
て、「政策金融の抜本的改
革に関する基本方針」に
沿って、平成14年12月13日
に「政策金融改革につい
て」を取りまとめた。

・政策金融機関の大胆な統合
集約化等、抜本的改革を3段
階で進めていく方針を経済財
政諮問会議として取りまとめ
た。

・現下の厳しい経済金融情勢
に鑑み、民間金融機能の正常
化への道筋を踏まえつつ、民
間部門の自由かつ自発的な
活動を最大限引き出し、金融
資本市場の効率化を図る。

・経済財政諮問会議の結論を
踏まえ、経済情勢を見極めつ
つ、さらに検討を進めるととも
に、適材適所の経営責任者任
用、特殊法人等整理合理化計
画の着実な実行等の措置を講
じる。
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・平成 1 4 年 1 0 月及び平
成 1 5 年 2 月に、 「安心ハ
ウス構想」の普及、啓発の
ため、民間事業者等向けの

セミナー （主催 ： （財）高
齢者住宅財団）について、
厚生労働省、国土交通省と
連携して、必要な支援と協
力を行った。

・平成 1 5 年 2 月に、 「明
るい構造改革シンポジウ
ム」の中で、 「生活産業創
出」について広報活動を実
施し、国民の理解増進に寄
与した。

内閣府は、経済産業省等閑 内閣府、経 ・対内直接投資、頭脳流入 ・引き続き、対日投資促進 ・現時点において、未定。
係各省と協力して、上記の 済産業省等 の拡大を目指した具体策を に向けた規制改革、広報 ・
内容を含め、対内直接投 関係各省庁 検討するため、平成 1 4 年 普及活動等について、各省
資、頭脳流入の拡大を目指 1 0 月以降、対日投資会議 とも連携しながら推進す
した具体策を平成 1 4 年度
中を目途にとりまとめ、各
省と協力し、計画的な実施
を図る。

専門部会において検討を
行ってきた。平成 1 5 年 2
月には、第 5 回対日投資会
議を開催し、対日投資促進
を関係閣僚で確認。平成 1
5 年 3 月に専門部会で報告
書を取りまとめるととも
に、対日投資会議において
取りまとめを行った。

る。
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